
 京都市介護保険規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年３月２９日 

京都市長 松 井 孝 治   

京都市規則第   号 

   京都市介護保険規則の一部を改正する規則 

 京都市介護保険規則の一部を次のように改正する。 

第３３条第１項第１号ア中「７，３４４円」を「６，４４４円」に改め、同号イ中「１

７，９５２円」を「１８，９０２円」に改め、同号ウ中「３９，９８４円」を「４０，８

１２円」に改め、同項第２号中「１６，３２０円」を「１５，８９５円」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

（保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課） 
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